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国の動向 

○「男女共同参画社会基本法」（平成 11 年制定）で位置付けられた、「男女共同参画社会の形成」という理念

は当初より変更なく、これまでも継続して社会全体で取り組む最重要課題と位置付けられています。 

○本市の第 2 次計画が策定された平成 29（2017）年以降、育児・介護休業やハラスメント防止対策等、働

き方改革に関連する法改正が盛んに行われています。令和２（2020）年には、国の「第５次男女共同参画

基本計画」が策定されたほか、DV 防止法の改正により、児童相談所との連携の強化が進んでいます。 

 

■男女共同参画に関わる近年の動き 

年 内容 

平成29（2017）年 「働き方改革実行計画」の策定 

 「子育て安心プラン」の策定 

 「育児・介護休業法」の改正・施行 ・育児休業期間の延長 

平成30（2018）年 「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」の公布・施行 

 
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の公布、一部施

行（平成31年、令和２年施行） 

平成31・ 

令和元（2019）年 

「女性活躍推進法」の一部改正（令和２年、令和４年施行） 

・一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大等 

 「SDGs実施指針」の改定 

 
「労働施策総合推進法」「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」の改正 

・ハラスメント防止対策の強化 

令和２（2020）年 「第５次男女共同参画基本計画」の策定 

 
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤV防止法）」の改正 

・関係機関としての児童相談所の明確化、適用対象の拡大 

 「新子育て安心プラン」の策定 

令和３（202１）年 
「育児・介護休業法」改正（令和４年４月から段階的に施行） 

・柔軟な育児休業の枠組みの創設等 

 
「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」改正 

・セクハラ、マタハラ等への対応の追加 

 
 

 

○国の「SDGs アクションプラン 2021」における、４つの

重点項目のうちの「一人ひとりの可能性の発揮と絆の強

化を通した行動の加速」では、“あらゆる分野における女

性の参画の推進”が挙げられており、その内容を計画と

連動させる必要があります。 
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■第４次計画と第５次計画の「目指すべき社会」比較 

 第４次 第５次 

Ⅰ 

男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に

発揮できる、多様性に富んだ豊かで活力ある社会 

男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に

発揮できる、公正で多様性に富んだ、活力ある持

続可能な社会 

Ⅱ 
男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生き

ることのできる社会 

男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生き

ることのできる社会 

Ⅲ 

男性中心型労働慣行等の変革等を通じ、仕事と生

活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活

その他の社会生活及び家庭生活を送ることがで

きる社会 

（男性中心型労働慣行等の変革等を通じ、）仕事と

生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生

活、その他の社会生活及び家庭生活を送ることが

できる社会 

Ⅳ 

男女共同参画を我が国における最重要課題とし

て位置付け、国際的な評価を得られる社会 

SDGｓの達成に向け、男女共同参画・女性活躍を

分野横断的に主流化し、様々な主体が連携して取

り組む社会 

 

○ＳＤＧｓの達成に向けた女性活躍の分野横断的な主流化 

○ＡＩ、ＩｏＴ等の科学技術の発展へ男女が共に寄与する社会づくり 

○生活の場（家庭、地域）における男女共同参画 ○「人生 100 年時代」を見通した男女共同参画 

○女性の参画 30％目標の継続   ○あらゆる暴力の根絶 

○多様な困難を抱える男女への支援  ○男女共同参画の視点による防災・復興対策 

 

 

○「令和３年版男女共同参画白書」では、新型コロナウイルス感染症の拡大により男女共同参画社会の遅れ

が露になり、特に経済的・精神的 DV、ひとり親世帯、女性の貧困等が改めて問題視されたことから、こ

の機会を誰ひとり取り残さない多様性と包摂性のある社会を実現する機会と捉えるべきとしています。 

■コロナ下で顕在化した男女共同参画の課題と未来（「令和 3 年版男女共同参画白書」） 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

国基本計画の主なキーワード 

コロナ下の影響 

コロナ下で顕在化した男女共同参画の課題～就業面～ 

・雇用情勢の悪化（特に女性に厳しい状況） 

・ひとり親世帯の窮状 

・コロナ下でストレスを感じやすい仕事 

・学校の休校等による影響         など 

コロナ下で顕在化した男女共同参画の課題～生活面～ 

・DV（配偶者暴力）相談件数の増加（前年度比：約 1.6 倍） 

・女性の自殺者数の増加（前年差：935 人増） 

・コロナ下の家事等の分担状況（女性＞男性） 

・コロナ下の心理状況、満足度の状況（女性の不安増）      など 

ポストコロナ時代における男女共同参画の未来 

・柔軟な働き方に向けたテレワークの推進  ・新しい暮らし方に向けた家事・育児・介護 

・産業構造の変化を踏まえた就労支援   ・結婚への関心・家族    など 
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○「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2021」では、「第５次男女共同参画基本計画」を着実に実行するこ

とを目的とし、令和３年度及び４年度に重点的に取り組むべきこととして以下３つの事項を示しました。 

■「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2021」において示された３事項 

①コロナ対策の中心に女性を 

→背景：女性非正規雇用者数が大幅に減少しているとともに、女性の自殺者数が大幅に増加してい

るなど、コロナ下において女性への影響が甚大であること 

②女性の登用目標達成に向けて～「第５次男女共同参画基本計画」の着実な実行～ 

→背景：政策・方針決定過程への女性の参画拡大が極めて重要であり、男女間の格差の解消に向け

強力に取組を進める必要があること 

③女性が尊厳と誇りを持って生きられる社会の実現 

→背景：女性の約 14 人に１人は無理やりに性交等をされた被害経験があることや、社会全体の男女

の地位として７割強が男性の方が優遇されていると感じていること 

 

府の動向について 

○大阪府では、令和元（2019）年に「大阪府人権尊重の社会づくり条例」を改正し、全ての人の人権が尊重

される社会の実現に向けて、府の責務に加え、府民、事業所の責務を追加しました。また、この条例の改

正と同時に、「大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例」を新たに

制定し、全ての人の性的指向と性自認の多様性が尊重される社会の実現を目的に、その理解促進のため

の施策を推進することが示されました。 

○上記の条例の取り組みの一環として、令和２（2020）年には「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」が

開始されました。また、国の第５次計画を踏まえた「大阪男女共同参画プラン（2021-2025）」が策定さ

れました。 

■男女共同参画に関わる近年の大阪府の動き 

年 内容 

平成29（2017）年 
「大阪府配偶者等からの暴力防止及び被害者の保護等に関する基本計画

（2017-2021）」策定 

平成31・ 

令和元（2019）年 
「大阪府人権尊重の社会づくり条例」の改正・施行 

 
「大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条

例」の施行 

令和２（2020）年 「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」の開始 

 「新型コロナウイルス禍が女性に及ぼす影響について」緊急アンケートの実施 

 「大阪男女共同参画プラン（2021-2025）」策定 

令和３（202１）年 「男女共同参画社会の実現をめざす表現ガイドライン」の作成 
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○令和 2（2020）年に策定された、「おおさか男女共同参画プラン（2021-2025）」の概要は以下の通り

です。 

 

■「おおさか男女共同参画プラン（2021-2025）」 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

現状と課題 

①男女共同参画社会の実現に向けた意識改革 

・次世代育成に向けた教育及び意識啓発の推進 

・あらゆる世代における男女共同参画の推進 

 

②方針の立案・決定過程への女性の参画拡大 

・方針の立案・決定過程への女性の参画拡大 

・方針の立案・決定過程への参画に向けた女性の人材育成 

 

③職業生活の充実とワーク・ライフ・バランスの推進 

・職業生活における活躍支援 

・働き方の見直しとワーク・ライフ・バランスの推進 

・男性の家事・育児等への主体的取組の促進 

 

④多様な立場の人々が安心して暮らせる環境の整備 

・女性に対するあらゆる暴力の根絶 

・様々な困難を抱える人々への支援 

・生涯を通じた男女の健康支援 

４つの重点目標 

性別役割分担意識 

「男は仕事、女は家庭」に 
依然として３割以上が賛成 

女性の参画状況 

行政分野や企業等における 
女性の参画の遅れ 

就業の状況 

全国平均を下回る就業率 

家庭生活の状況 

低調な男性の育児・家事 
への参画 

配偶者等からの暴力 
をめぐる状況 

相談割合や相談窓口の 
認知度の低さ 
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